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令和７年１月１日時点で南あわじ市に住民登録がある 

令和６年分合計所得が 1,850万円以下 

以下の要件すべてに該当 

１． 定額減税前の令和６年分所得税額が0円 

２． 定額減税前の令和６年度住民税所得割額が0円 

以下のいずれかの要件に該当 

１． 令和６年分所得税での合計所得金額が４８万円超 

２． 令和６年度住民税の合計所得金額が４８万円超 

３． 令和７年度または令和６年度住民税で事業専従者 

 令和５年度、令和６年度低所得世帯向け給付金の対象世帯員 

いいえ 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

いいえ 

対象となる見込み  ※９月２５日に案内文書を送付 

審査 

給付 
（最終的な給付金額は審査のうえ決定します） 

対象外 

～お問い合わせ先～ 
南あわじ市役所市民福祉部税務課 

南あわじ市定額減税補足給付金コールセンター 

TEL0120-135-511 

 

令和７年１月１日時点で 

住民登録のある市区町 

村へお問い合わせくだ 

さい。 


